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平成３０年度決算に基づく健全化判断比率に係る審査意見について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の

規定に基づき，令和元年７月３０日付け元善市第 667 号で審査に付された標題の件につ

いて審査した結果，別紙のとおり意見を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度善通寺市健全化判断比率審査意見 

 

第１ 審査の対象 

平成３０年度決算に基づく実質赤字比率，連結実質赤字比率，実質公債費比率，将来

負担比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

第２ 審査の期間 

令和元年７月３１日から８月１３日まで 

 

第３ 審査の方法 

平成３０年度決算に基づく財政健全化判断比率の審査は，次のことを主眼として実

施した。 

⑴ 市長から提出された健全化判断比率は，法令等に照らし，算出過程に誤りはな

いか。 

⑵ その算定の基礎となる事項を記載した書類は，適正に作成されているか。 

 

第４ 審査の結果，意見及び財政指数の状況 

⑴ 審査の結果 

審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，

いずれも適正に作成されているものと認められた。 

なお，審査に付された健全化判断比率は，次のとおりである。 

（単位：％） 

健 全 化 判 断 比 率 
平成３０年度決算 

に 基 づ く 比 率 
早期健全化基準 財政再生基準 

① 実 質 赤 字 比 率 
－ 

（－7.30） 
13.80 20.00 

② 連結実質赤字比率 
－ 

（－8.79） 
18.80 30.00 

③ 実質公債費比率 5.1 25.0 35.00 

④ 将 来 負 担 比 率 
－ 

（－37.7） 
350.0  

注１）実質赤字比率については，実質赤字が生じていないため，「－」を記載している。 

注２）連結実質赤字比率については，連結実質赤字が生じていないため，「－」を記載している。 

注３）将来負担比率については，将来負担額に充当可能な財源額が，将来負担額を上回っているため，

「－」を記載している。 
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⑵ 意見 

全ての比率は，早期健全化基準を下回っている。 

今後とも，厳しい地方財政の状況を踏まえ，引き続き効率的な財政運営に努めら

れたい。 

なお，次の点について個別意見を述べる。 

土地開発公社において，市の要請により先行取得した土地が２件あり，１０年

以上になる。その１つの「多目的広場」の用地については，現在事業がなされて

いないので，市は早い時期に買取りをされたい。 

⑶ 財政指数の状況 

① 実質赤字比率は，一般会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比

率である。 
 
               一般会計の実質赤字額 
      実質赤字比率＝              ×100 
                 標準財政規模 
 
                 －571,877  千円 

                           ×100 ＝ －7.30% 
                 7,830,349  千円 
 

一般会計の実質収支額は，５億 7,187 万７千円の黒字であり，実質赤字比率は

負の値で表示されて－7.30%である。 

② 連結実質赤字比率は，全会計（一般会計，特別会計及び企業会計）の実質収支

と資金剰余額の合計が赤字の場合の標準財政規模に対する比率である。 
 
                 連結実質赤字額 
      連結実質赤字比率＝           ×100 
                  標準財政規模 
 
                  －688,598  千円 
                          ×100 ＝ －8.79% 
                 7,830,349  千円 
 

全会計の実質収支額は，６億 8,859 万８千円の黒字であり，連結実質赤字比率

は負の値で表示されて－8.79%である。 
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③ 実質公債費比率は，一般会計等（一部事務組合を含む。）が負担する元利償還

金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率の最近３か年の平均値である。 
 
            （地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋ 
              元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
実質公債費比率 ＝                            ×100 
 （３か年平均）     標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準 
             財政需要額算入額） 
 

平成３０年度（単年度） 

               1,438,412 － 1,103,446  千円 
                         ×100 ＝ 4.90636% 

               7,830,349 － 1,003,176   千円 
 
               平成２８年度 5.71019% 
     実質公債費比率 ＝  平成２９年度 4.75995%      5.1% 
               平成３０年度 4.90636% 
 

実質公債費比率は 5.1％で，早期健全化基準の 25.0％を下回っている。 

④ 将来負担比率は，一般会計等（一部事務組合，地方公社等を含む。）が将来負

担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率である。 

 
                 将来負担額  － （充当可能基金額＋特定財源見込額 
              ＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 
将来負担比率  ＝                            ×100 

                 標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る 
基準財政需要額算入額） 

 
           16,306,967 － 18,885,473  千円 

                        ×100 ＝ －37.7% 
         7,830,349 －   1,003,176  千円 

 

将来負担比率は－37.7％で，早期健全化基準の 350.0％を下回っている。 
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